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　「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置
法」の施行に伴い、町における情報受付窓口を設置しました。

　今年、町制施行120周年記念といたしまして
「町民講演会」が開催されました。連続テレビ
小説『おひさま』でおなじみの串田和美さんを講師にお招きし、下諏訪町の印象から始まり、串田さんの今
まで経験してきたことの中から、まちづくりに大切なことや戦後の演劇がどのように発展してきたのかなど
貴重なお話を聞くことができました。また、同日開催されていた「三角八丁」を楽しむ串田さんの姿もキャ
ッチできました！

下諏訪町の企業紹介　第24弾「Ric－café」下諏訪町の企業紹介　第24弾「Ric－café」
ー地域の活力がここにあるー

　毎月発行しているクローズアップしもすわで、町内の企業を紹介します。内容は各会
社から提出いただいた原稿を基に掲載しています。掲載を希望する企業は下諏訪町 総務
課 情報防災係（電話27－1111　内線262）までご連絡ください。

●所在地　下諏訪町3528－8根津八紘美術館１Ｆ　●電話78－6270　●代表者　増沢　聡

下諏訪町公民館・勤労青少年ホーム講座紹介

公民館講座に参加してみませんか？公民館講座に参加してみませんか？

スイーツ講座 手打ちうどん講座

■お問い合わせ先　下諏訪町公民館・勤労青少年ホーム　　電話28－0002

　10月から11月のはじめの木曜日全４回を通して、
プロから教わる本格スイーツ講座が開催されました。
講師は永谷恒夫先生です。
　１回目はアメリカンクッキーとマフィン、２回目
はアップルパイ、３回目はレアチーズケーキ、４回
目はシュークリームを作りました。テーブルごとに
協力して行う作業が多かったので、初めてであった
受講者同士がなかよく会話を弾ませながら、お菓子
作りを楽しむ様子が見られました。

　10月22日火曜日に手打ちうどん講座（昼の部）
が開催されました。講師は髙木美惠子先生と永田直
子先生です。
　先生が生地のこね方を実演したあと、あらかじめ
先生に用意してもらった生地をのばし、うどん作り
を行いました。受講者
の方々は生地ののばし
方に苦戦しつつ、和気
藹々と楽しみながらう
どん作りを体験してい
ました。

　諏訪大社秋宮近くの根津八紘美術館１階に、今年の４月28日にオー
プンしました。
　午後は落ち着いた、ゆっくり流れる時間を一人でも楽しめる、そん
なカフェを目指しています。
　キーマカレー、グリーンカレーのほか、日替わりのパスタメニュー、
バゲットサンド、オムライスなどのランチメニューに、見た目もオシ
ャレなドリンク、デザートが素敵な時間を演出します。
　また、店内には自由にイベント情報などのチラシを置けるスペースもあり、

情報交換・発信の場としてもご利用頂けます。
定期的にカフェで開催する「占い・診断日和」
やクラフトのワークショップなど、いつもと
は違うカフェもお楽しみいただけます！
　興味のある方は、ぜひ一度お立ち寄りくだ
さい。
　ご予約・貸し切りも応相談で承ります。
　皆さまのお越しをお待ちしております!!
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１．制度全般に関する情報受付窓口（受付時間：平日８時30分から17時15分まで）

２．個別の事案に関する情報受付窓口（受付時間：平日８時30分から17時15分まで）

項　　　　　　　　　　目

消費税転嫁
拒否行為等

建設業、浄化槽工事業、解体工事業、宅地建物
取引業、不動産鑑定業

農業、林業、水産業、商業、工業、観光業

転嫁阻害表示等（価格表示、還元セールなど）

担 当 課 名

項　　　　　　　　　　目 担 当 課 名

消費税転嫁対策特別措置法及び制度全般に関する情報 税務課 収納係（内線116）

建設水道課 都市整備係（内線244）

産業振興課 商工観光係（内線273）

住民環境課 生活環境係（内線143）

※お寄せいただいた情報は、町から国又は県に通知し、所管省庁などの調査・指導により是正されます。
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※同日開催されていた「三角八丁」にも！※

「アマトリチャーナ」

人気の「キーマカレー」

リッカフェリッカフェ


